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福岡県交通安全協会
マスコットキャラクター信号機の
妖精「しぐまる」だよ！
令和７年中の交通事故情勢を
お知らせしますので、交通事故
防止上の参考にしてくださいね！

令和８年交通安全年間スローガン 急ぐほど 狭まる視野と 増すリスク

全事故
飲酒運転

事故

高齢者

関連事故

自転車

関連事故

発生件数(件) 17,368 96 6,029 2,689

前年比 −1,105 ±0 −394 −186

死 者 数(人) 85 3 49 12

前年比 −6 ＋ 1 −2 −1

負傷者数(人) 22,016 123 4,375 2,586

前年比 −1,590 −10 −128 −202

❖ 交通事故発生状況 ❖
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春の交通安全県民運動が始まります！始まります！
運動の重点及び主な実施事項運動の重点及び主な実施事項

通学路・生活道路における
こどもを始めとする
歩行者の安全確保

●横断歩道を渡る、信号に従うなど基本的な交通ルール
を守りましょう。

●道路を横断するときや横断中は周囲を確認し、安全に
横断しましょう。

●高齢者は加齢に伴う身体機能の変化を理解し、安全
な交通行動を心掛けましょう。

●歩きスマホはやめましょう。

「ながらスマホ」の根絶や
歩行者優先等の
安全運転意識の向上

●運転中のスマートフォン等での通話や画像を注視する
「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。

●横断歩道に横断者がいるときは、必ず一時停止して
横断者を優先させましょう。

●早めのライト点灯を心掛けるとともに、夜間や先行車
がいない状況ではハイビームを活用しましょう。

自転車・特定小型原動機付
自転車の交通ルールの
理解・遵守の徹底

●本年４月１日に自転車の交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）
が導入されることを理解し、自転車の基本的な交通ルールを
遵守して安全に利用しましょう。

●自転車・特定小型原動機付自転車に乗る
際はヘルメットを着用しましょう。

●「自転車安全利用五則」を守りましょう。

●自転車保険に必ず加入しましょう。

飲酒運転の撲滅

●体調と翌日の運転予定を考えて、「適正飲酒」
を心掛け、二日酔い運転をしないようにしま
しょう。

●自転車と車の飲酒運転の罰則は同じです。「飲
酒運転は絶対しない、させない、許さない、そ
して見逃さない」ことを徹底しましょう。

●飲酒運転を見掛けたら必ず110番通報しましょう。

自転車安全利用五則
❶ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

❷ 交差点では信号と一時停止
を守って、安全確認

❸ 夜間はライトを点灯
❹ 飲酒運転は禁止
❺ ヘルメットを着用

自転車関連啓発コーナー自転車関連啓発コーナー

令和８年交通安全年間スローガン 親を見て 子供も止まる 赤信号

▶自転車の一定の交通違反に青切符が導入！

道路交通法の一部改正により、いよいよ４月１日から、

自転車の交通事故を防ぐため、16歳以上の自転車の運転者

による一定の交通違反（反則行為）に対し、交通反則通告

制度（青切符）が導入（反則金が科せられる）されます。

という交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は

変わりません。

▶検挙の対象（悪質・危険な違反）

検挙の対象となる悪質・危険な違反は、

�交通事故につながる危険な運転行為を行った場合

(例）遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯

電話使用等（保持）など

�警察官の指導警告に従わず違反行為を継続した場合

(例）警告に従わず、右側通行を継続したときなど

などの違反行為が対象となります。

▶交通反則通告制度（青切符）とは

比較的軽い交通違反（反則行為）について、一定の期間

内に反則金を収めれば、刑事手続（裁判など）に移行する

ことなく、事件が終結される (「前科」がつかない) 制度

です。

なお、酒気帯び運転などの重大な違反は、従来どおり、

刑事処分の対象です。

▶自転車の交通違反の指導取締り

制度導入後も、

�原則「指導警告」を実施

�交通事故の原因となる「悪質・危険な違反」が検挙の対象
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令和８年交通安全年間スローガン 車から ぼくたちみえない 手をあげよう

福岡県警察は、自転車の安全利用促進と自転車関連事故の抑止を図る

ため、対策部隊を発足しました。

同部隊は、福岡市内の４警察署（中央署・博多署・東署・南署）で編

成され、自転車の機動力をいかした啓発活動や指導警告、法令を遵守し

た模範走行などの「見せる」活動を通じて、自転車利用者に対し、交通

ルールの遵守等を呼びかけていくこととしています。

モデル校は、自転車通学を行うにあたり、自転車の安全利用、安全教

育について、継続して積極的、効果的な取り組みが顕著と認められる中

学校、高等学校、大学等の中から、全国の模範となっている学校が指定

されています。

この度、（公財）日本交通管理技術協会から、令和７年11月１日付で、

○久留米市立南筑高等学校

が指定され、「指定書」と「�」が贈呈されました。

今回で県内の指定校は20校となり、全国では104校が指定されています。

本年４月から交通反則通告制度が導入されるなど、自転車に関する

ルール等が厳しくなる中、モデル校のますますの活動が期待されます。

前列左から、山下校長先生、前生徒会長佐藤さん、

前保険局長渕上さん

後列左から、保険局副局長中村さん、保険局長石井さん、

保険局副局長國武さん、

久留米警察署江頭交通総務係長

「福岡県警察自転車安全対策部隊
（通称FBP～Fukuoka Bicycle safety Police）」の発足

「福岡県警察自転車安全対策部隊
（通称FBP～Fukuoka Bicycle safety Police）」の発足

「自転車通学安全モデル校」の指定！「自転車通学安全モデル校」の指定！

福岡県交通安全協会マスコットキャラクターしぐまるの広報広場福岡県交通安全協会マスコットキャラクターしぐまるの広報広場福岡県交通安全協会マスコットキャラクターしぐまるの広報広場
動画をみて・グッズを購入して、交通安全意識を高めてね！！
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令和８年交通安全年間スローガン 譲り合い ハンドル越しの 思いやり

�交通安全優良団体

太宰府天満宮

�交通安全優良事業所

ジョイサービス株式会社

有限会社森山環境サポート

有限会社太宰府清掃

�優良交通安全協会

粕屋地区交通安全協会

柳川市交通安全協会

�優良安全運転管理者協議会

朝倉地区安全運転管理部会

中島 学（柳川市)

髙木 壽則（戸畑)

佐々木和彦（飯塚地区)

木下 敏行（小倉南)

岳 敏男（東福岡)

上田 浩和（西福岡)

松井 正寿（東福岡)

渡辺 正之（福岡中央)

森田 晃一（東福岡)

西嶋 秀昭（折尾)

小木 政博（宗像)

浦 徳雄（みやま市)

鵜野よ志え（田川)

浦 光一（柳川市)

東司 守（西福岡)

藤井 良治（春日地区)

山本 敏明（小倉南)

石原 喜博（大川大木)

羽野 朝一（朝倉地区)

手嶋 昭昌（糸島)

萬田美千代（宮若)

権藤 文久（小郡三井地区)

髙岡 悠喜（門司)

�優良運転者

�交通安全功労者、安全運転管理者

橋本 重佳（博多) 松本 捷美（豊前築上) 和田 章仕（みやま市)

�優良運転者

交通栄誉章「緑十字銀章」 

令和８年１月13日(火)、14日(水)の両日、東京都内において、

第66回交通安全国民運動中央大会が開催されました。

本会議には、秋篠宮皇嗣・同妃両殿下ご臨席のもと、多年に

わたり交通安全に功労のあった個人・団体等の表彰が行われ、

本県では30名７団体の方々が受賞されました。

おめでとうございますおめでとうございます
本県の受賞者（団体）の皆さんをご紹介します。
敬称略、（　）は地区交通安全協会・地区安全運転管理協議会名
本県の受賞者（団体）の皆さんをご紹介します。
敬称略、（　）は地区交通安全協会・地区安全運転管理協議会名

第 66 回 交通安全国民運動中央大会第66回 交通安全国民運動中央大会

警察庁長官・全日本交通安全協会長　連名表彰警察庁長官・全日本交通安全協会長　連名表彰 全日本交通安全協会長
表彰（団体等）

全日本交通安全協会長
表彰（団体等）

竹島 和幸（県安協) 上田 秀之（早良・城南) 大楠富士男（東福岡)

交通栄誉章「緑十字金章」 

�交通安全功労者、安全運転管理者


